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第一部【企業情報】

 

第１【企業の概況】

 

１【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第54期

第１四半期
連結累計期間

第55期
第１四半期
連結累計期間

第54期

会計期間
自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

自 2021年７月１日
至 2021年９月30日

自 2020年７月１日
至 2021年６月30日

売上高 (千円) 4,610,158 5,533,198 19,337,792

経常利益 (千円) 659,418 801,087 2,936,089

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 354,146 326,581 1,743,496

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 404,963 352,895 1,939,331

純資産額 (千円) 12,786,940 14,553,496 14,321,265

総資産額 (千円) 16,034,192 18,459,054 17,991,723

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 31.11 28.69 153.16

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 76.1 75.0 75.8
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を当第1四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適

用した後の指標等となっております。

３. 2021年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、第54期の期

首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

 

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると

認識している主要なリスクの発生又は前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての

重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

 

（１）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による経済活動の制限が続

き、依然として厳しい状況に置かれておりました。

国内建設市場におきましては、国土強靭化計画等を背景とする公共投資は底堅く推移したものの、民間設備投資は

企業収益悪化の影響を受けて動きが鈍く、先行き不透明な状況が続いております。

このような状況下で、当社グループは、全事業において新型コロナウイルス感染症への対応も十分に図りながら事

業活動を展開してまいりました。その結果、特に当社グループの主要事業である切断・穿孔工事事業において完成工

事高が増加したため、当四半期連結累計期間の当社グループ全体の売上高は5,533百万円（前年同期比20.0％増）とな

りました。また、売上高の増加に伴い、利益面に関しても営業利益740百万円（前年同期比25.8％増）、経常利益801

百万円（前年同期比21.5％増）となりましたが、特別損失として不正資金流用疑惑に係る特別調査費用を計上してい

るため、親会社株主に帰属する四半期純利益326百万円（前年同期比7.8％減）となりました。　

なお、当社グループの事業は公共事業関連工事が多いため、年間を通じて売上高は第２四半期（10月～12月）・第

３四半期（１月～３月）に集中する傾向にあり、それに比して第１四半期（７月～９月）・第４四半期（４月～６

月）の売上高は減少する傾向にあります。今後、このような業績の変動を平準化していく方針でありますが、当面、

業績が第２四半期、第３四半期に偏る傾向が続くものと思われます。

　

セグメント別の状況は、次のとおりであります。なお、売上高はセグメント間の売上高を含んでおります。

　（切断・穿孔工事事業）

主に高速道路・民間施設補修工事の受注が増加したため、完成工事高は4,786百万円（前年同期比19.5％増）とな

りました。また、完成工事高の増加に伴い、セグメント利益は909百万円（前年同期比31.2％増）となりました。

　（ビルメンテナンス事業）

ビルメンテナンス事業につきましては、首都圏を中心に大手デベロッパーの新規案件開拓に努めてまいりました

が、完成工事高は110百万円（前年同期比0.9％減）となりました。また、完成工事高の減少に伴い、セグメント利

益は9百万円（前年同期比25.6％減）となりました。

　（リユース・リサイクル事業）

リユース・リサイクル事業につきましては、中古スマートフォン等の販売に係る新規の顧客開拓に努めてまいり

ましたが、利益率の低い商品が売上の中心を占めたことにより、商品売上高は636百万円（前年同期比28.8％増）と

なり、セグメント利益は6百万円（前年同期比89.0％減）となりました。
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（２）財政状態の状況

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が減少したものの、受取手形・完成工事未収入金が増加し

たこと等により、前連結会計年度末に比べ467百万円増加し、18,459百万円となりました。

負債につきましては、未払法人税等が減少したものの、工事未払金及び賞与引当金が増加したこと等により、前連

結会計年度末に比べ235百万円増加し、3,905百万円となりました。

また、純資産は、前連結会計年度末に比べ232百万円増加し、14,553百万円となりました。この結果、当第１四半期

連結会計期間末の自己資本比率は75.0％となりました。

 

（３）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 
（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（５）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、12百万円であります。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

 

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000
 

 

②【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2021年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,000,000 12,000,000
東京証券取引所
（市場第一部）

 権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株式
 
 単元株式数　　　100株

計 12,000,000 12,000,000 ― ―
 

 

（２）【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　　　　該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

　　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年７月１日～
2021年９月30日

─ 12,000,000 ─ 470,300 ─ 465,100
 

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（2021年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

2021年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 520,800
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 11,476,600
 

114,766 ―

単元未満株式 普通株式 2,600
 

― ―

発行済株式総数 12,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 114,766 ―
 

 

 
②【自己株式等】

  2021年６月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
第一カッター興業株式会社

神奈川県茅ケ崎市萩園
833番地

520,800 ― 520,800 4.34

計 ― 520,800 ― 520,800 4.34
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２【役員の状況】　

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第

64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（1949年建設省令第14号）に準じて記載しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2021年７月１日から2021年

９月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2021年７月１日から2021年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2021年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 6,640,123 5,943,747

  受取手形・完成工事未収入金 3,576,345 4,872,606

  売掛金 69,568 95,233

  未成工事支出金 238,826 －

  商品 83,622 50,989

  材料貯蔵品 150,619 143,663

  その他 161,587 204,362

  貸倒引当金 △5,196 △7,086

  流動資産合計 10,915,497 11,303,517

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 2,341,608 2,364,583

    減価償却累計額 △456,071 △482,806

    建物及び構築物（純額） 1,885,537 1,881,776

   機械装置及び運搬具 4,062,947 4,221,970

    減価償却累計額 △3,276,025 △3,329,150

    機械装置及び運搬具（純額） 786,922 892,820

   工具、器具及び備品 121,123 127,947

    減価償却累計額 △86,285 △89,240

    工具、器具及び備品（純額） 34,837 38,707

   土地 2,434,645 2,434,645

   リース資産 127,290 138,071

    減価償却累計額 △69,896 △69,443

    リース資産（純額） 57,393 68,627

   建設仮勘定 26,344 26,461

   有形固定資産合計 5,225,681 5,343,039

  無形固定資産   

   のれん 279,902 265,907

   その他 108,976 105,213

   無形固定資産合計 388,878 371,120

  投資その他の資産   

   投資有価証券 895,810 863,586

   繰延税金資産 258,430 257,664

   長期未収入金 215,645 215,645

   その他 335,545 348,246

   貸倒引当金 △243,765 △243,765

   投資その他の資産合計 1,461,666 1,441,376

  固定資産合計 7,076,226 7,155,536

 資産合計 17,991,723 18,459,054
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2021年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  工事未払金 938,693 1,217,199

  買掛金 137,873 100,045

  1年内返済予定の長期借入金 13,249 10,748

  リース債務 20,787 19,704

  未払法人税等 575,063 272,605

  賞与引当金 67,100 272,488

  その他 1,003,616 1,076,011

  流動負債合計 2,756,382 2,968,801

 固定負債   

  長期借入金 175,825 173,800

  リース債務 36,695 48,775

  役員退職慰労引当金 271,426 275,219

  退職給付に係る負債 326,491 330,023

  その他 103,636 108,936

  固定負債合計 914,075 936,755

 負債合計 3,670,457 3,905,557

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 470,300 470,300

  資本剰余金 462,044 462,044

  利益剰余金 12,811,515 13,027,370

  自己株式 △122,604 △122,604

  株主資本合計 13,621,254 13,837,110

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 13,764 10,785

  退職給付に係る調整累計額 △5,651 △5,209

  その他の包括利益累計額合計 8,113 5,575

 非支配株主持分 691,897 710,810

 純資産合計 14,321,265 14,553,496

負債純資産合計 17,991,723 18,459,054
 

 

EDINET提出書類

第一カッター興業株式会社(E00320)

四半期報告書

11/23



（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
　至 2020年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
　至 2021年９月30日)

売上高   

 完成工事高 4,116,364 4,896,951

 商品売上高 493,793 636,246

 売上高合計 4,610,158 5,533,198

売上原価   

 完成工事原価 2,725,546 3,334,457

 商品売上原価 340,220 539,665

 売上原価合計 3,065,766 3,874,122

売上総利益   

 完成工事総利益 1,390,818 1,562,494

 商品売上総利益 153,573 96,581

 売上総利益合計 1,544,392 1,659,076

販売費及び一般管理費 955,835 918,531

営業利益 588,556 740,544

営業外収益   

 受取利息 24 14

 受取配当金 6,011 6,001

 受取保険金 2,408 17,071

 持分法による投資利益 46,709 19,529

 雑収入 17,679 22,903

 営業外収益合計 72,832 65,520

営業外費用   

 支払利息 186 3,817

 投資有価証券売却損 865 －

 売上債権売却損 6 －

 不動産賃貸原価 644 644

 支払補償費 98 257

 雑損失 167 257

 営業外費用合計 1,969 4,977

経常利益 659,418 801,087

特別利益   

 固定資産売却益 3,652 4,520

 保険解約返戻金 24,245 15,092

 特別利益合計 27,898 19,612

特別損失   

 特別調査費用 － 174,303

 固定資産売却損 5,665 0

 固定資産除却損 1,251 485

 投資有価証券評価損 － 4,660

 特別損失合計 6,917 179,449

税金等調整前四半期純利益 680,399 641,251

法人税等合計 292,292 285,818

四半期純利益 388,107 355,433

非支配株主に帰属する四半期純利益 33,961 28,851

親会社株主に帰属する四半期純利益 354,146 326,581
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
　至 2020年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 388,107 355,433

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 16,179 △2,979

 退職給付に係る調整額 677 441

 その他の包括利益合計 16,856 △2,537

四半期包括利益 404,963 352,895

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 371,002 324,044

 非支配株主に係る四半期包括利益 33,961 28,851
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【注記事項】

（会計方針の変更等）

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時

点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

工事契約に関して、従来は、工事完成基準を適用しておりましたが、当第1四半期会計期間の期首より、一定

の期間にわたり充足する履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積もり、当該進捗度に基づき

収益を認識する方法に変更しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見

込まれる期間がごく短い場合には、重要性に関する代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識

せず、完全に履行義務を充実した時点で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当

第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま

す。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに

従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりませ

ん。

この結果、当第１四半期連結累計期間において当該変更による損益及び利益剰余金の当期首残高に与える影

響は軽微であります。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経

過的な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載

しておりません。

 
(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会

計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。

 
（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　  （税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 
（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症について）

前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症拡大による当社グループ

への影響に関する仮定について重要な変更はありません。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

受取手形裏書譲渡高

 

 
前連結会計年度
(2021年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

受取手形裏書譲渡高 323,734千円 255,369千円
 

 

 

EDINET提出書類

第一カッター興業株式会社(E00320)

四半期報告書

14/23



 

（四半期連結損益計算書関係）

○　売上高の季節変動

　　前第１四半期連結累計期間（自　2020年７月１日　至 2020年９月30日）及び

　　当第１四半期連結累計期間（自　2021年７月１日　至 2021年９月30日）

当社グループの売上高は、公共事業関連工事が多いため、第１四半期（７～９月）、第４四半期（４～６月）

が減少し、第２四半期（10～12月）、第３四半期（１～３月）に増加する傾向にあります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれんの償却額は次のと

おりであります。

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日
 至 2020年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年７月１日
 至 2021年９月30日)

減価償却費 133,601千円 140,688千円

のれんの償却額 27,990千円 13,995千円
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（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日）

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年９月25日
定時株主総会

普通株式 143,489 25 2020年６月30日 2020年９月28日 利益剰余金
 

 
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間（自 2021年７月１日 至 2021年９月30日）

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年９月28日
定時株主総会

普通株式 206,623 18 2021年６月30日 2021年９月29日 利益剰余金
 

（注）2021年１月１日付けで普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。

 
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：千円)

 

報告セグメント

合計
切断・穿孔工事

事業
ビルメンテナン

ス事業
リユース・

リサイクル事業
計

売上高      

  外部顧客への売上高 4,005,163 111,201 493,793 4,610,158 4,610,158

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 4,005,163 111,201 493,793 4,610,158 4,610,158

セグメント利益 693,232 13,343 59,061 765,638 765,638
 

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

 
 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 765,638

全社費用（注） △177,084

セグメント間取引消去 3

四半期連結損益計算書の営業利益 588,556
 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る費用であります。

 
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2021年７月１日 至 2021年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

     (単位：千円)

 

報告セグメント

合計
切断・穿孔工事

事業
ビルメンテナン

ス事業
リユース・

リサイクル事業
計

売上高      

一時点で移転される財又
はサービス

10,280 － 622,619 632,899 632,899

一定の期間にわたり移転
される財又はサービス

4,776,486 110,184 13,627 4,900,299 4,900,299

顧客との契約から生じる
収益

4,786,766 110,184 636,246 5,533,198 5,533,198

その他の収益 － － － － －

  外部顧客への売上高 4,786,766 110,184 636,246 5,533,198 5,533,198

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 4,786,766 110,184 636,246 5,533,198 5,533,198

セグメント利益 909,183 9,928 6,467 925,579 925,579
 

（注） 会計方針の変更に記載した通り、当第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認

識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しておりま

す。

 当該変更が、当第１四半期連結累計期間の報告セグメントの売上高及び利益に与える影響は軽微でありま

す。

 
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

 
 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 925,579

全社費用（注） △185,034

セグメント間取引消去 －

四半期連結損益計算書の営業利益 740,544
 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る費用であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであ　　

　　ります。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
　至 2021年９月30日)

　　１株当たり四半期純利益 31円11銭 28円69銭

 （算定上の基礎）   

   親会社株主に帰属する
　　四半期純利益（千円）

354,146 326,581

   普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益（千円）

354,146 326,581

   普通株式の期中平均株式数（千株） 11,383 11,383
 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は、2021年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計

　　年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2021年11月11日

第一カッター興業株式会社

取締役会  御中

 

太陽有限責任監査法人

東京事務所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 本間　洋一  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 堤　　　康  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている第一カッター興

業株式会社の2021年７月１日から2022年６月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2021年７月１日から

2021年９月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年７月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、第一カッター興業株式会社及び連結子会社の2021年９月30日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が

全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

　ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

　される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

　められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

　当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

　いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

　において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

　注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

　いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

　企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

　成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

　財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

　信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

　査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

　監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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